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日本赤十字北海道看護大学大学院学則

第１章 総 則

（目 的）

第１条 本大学院は、建学の精神である赤十字の理想とする人道的任務の達成を図るため、

看護に関する学術の中心として、広く看護の実践と教育・研究に関する理論と専門技術を

教授研究し、深い学識及び卓越した感性と人間性を備えた高度な看護専門職の育成を図り、

看護学の発展とともに世界の人々の健康と福祉の向上と豊かな生活の創造に寄与するこ

とを目的とする。

（名称）

第２条 本大学院は、日本赤十字北海道看護大学大学院と称する。

（位置）

第３条 本大学院は、北海道北見市曙町664番地1に置く。

（課程）

第４条 本大学院の課程は、修士課程とする。

（研究科、専攻及び定員）

第５条 本大学院に看護学研究科を置き、その課程の区分、専攻及び定員は次のとおりとす

る。

修士課程

看護学専攻 入学定員 16名 収容定員 32名

（研究科の目的）

第６条 研究科は、次に掲げることを課程の目的とする。

(1) 修士課程は、広い視野に立って深い学識を教授し、人間性を涵養するとともに、看護

学における研究能力又は高度な専門性を必要とする看護職者としての高い能力を培う

ことを目的とする。

（修業年限及び在学期間）

第７条 修士課程の修業年限は、２年とする。

２ 修士課程の在学期間は、４年を超えることはできない。ただし、再入学、編入学及び転

入学により入学した者は、修業すべき年数の２倍を超えて在学することはできない。

３ 前項に規定する在学期間には、休学期間は算入しない。

（長期履修学生）

第８条 学生が、職業を有している等の事情により、前条第１項に規定する修業年限を超え

て３年の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了することを希望する旨を申し出た

ときは、別に定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。
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第２章 学年、学期、授業期間及び休業日

（学年、学期、授業期間及び休業日）

第９条 本大学院の学年、学期、授業期間及び休業日は、日本赤十字北海道看護大学学則

（以下「本学学則」という。）の規定を準用する。

第３章 入学、再入学、編入学及び転入学

（入学の時期）

第10条 本大学院の入学の時期は、本学学則の規定を準用する。

（入学ができる者）

第11条 本大学院の修士課程に入学することができる者は、次の各号の一に該当し、かつ本

大学院の入学者選抜試験に合格した者を、研究科委員会の議を経て学長が決定する。

(1) 大学を卒業した者

(2) 学士の学位を授与された者

(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第5号）

(6) 学校教育法第６７条第２項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその

後に入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があ

ると認めた者

(7) 本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に

達した者

(8) その他本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

2 外国人学生については、特別に選考のうえ、研究科委員会の議を経て学長は入学させるこ

とができる。

（入学の志願、入学の手続き、再入学、転入学、保証人）

第12条 本大学院の入学の志願、入学の手続き、再入学、転入学及び保証人については、本

学学則の規定を準用する。

第４章 退学、転学、休学、復学、留学及び除籍

（退学、転学、休学、復学及び留学）

第13条 本大学院の退学、転学、休学、復学及び留学については、本学学則の規定を準用す

る。

（除籍）

第14条 次の各号に一に該当する者は、研究科委員会の議を経て、学長が除籍する。



3

(1) 第７条に規定する在学期間を超えた者

(2) 休学期間（本学学則第20条第４項を準用）を超えてなお復学できない者

(3) 死亡又は行方不明の者

第５章 教育課程及び授業科目

（教育の方法、授業科目）

第15条 本大学院の教育は、授業科目の講義、演習及び実習、学位論文の作成等に対する指

導（以下「研究指導」という。）によって行うものとする。

２ 前項に規定する授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に

利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

３ 前項の授業科目の種類及び単位数等は、別表第１（修士課程）のとおりとする。

（研究指導）

第16条 本大学院においては、入学時に学生ごとに担当教授を定める。

２ 学生は、履修する授業科目の選択及び研究にあたり、担当教授の指導を受けなければな

らない。

（単位計算の基準）

第17条 各授業科目の単位数は、45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標

準とし、授業の方法に応じ次の各号により計算するものとする。

(1) 講義及び演習は、15時間から30時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって１単

位とする。

(2) 実験、実習及び実技は、30時間から45時間までの範囲で本学が定める時間の授業をも

って１単位とする。

２ 前項の規定にかかわらず、学修の成果に基づいて単位を授与することが適切と認められ

る場合には、研究科委員会の議を経て、学長は別に定めることができる。

（単位の認定）

第18条 各授業科目を履修し試験又は論文審査に合格した者には、学長は認定のうえ単位を

与える。

（履修の方法及び履修科目の登録の上限）

第19条 本学において開設する授業科目は、これを必修科目及び選択科目とし、課程ごとに

その修業年限の期間に分けて履修させるものとする。ただし、長期履修学生の場合を除く。

２ 卒業の要件として学生が履修すべき単位数について、１年間及び課程ごとにその修業年

限の期間に履修科目として登録することができる単位数の上限を定める。ただし、長期履

修学生の場合は、履修科目として登録することができる単位数の上限は、１年間及びその学

生の在学期間について定める。

３ 授業科目の履修方法及び履修科目の上限は、別に定める。
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（授業科目の登録）

第20条 学生は、毎学年の当初に、履修すべき授業科目を登録しなければならない。

２ 学生は、登録した授業科目以外の授業科目を履修し、又は単位を修得することはできな

い。

（他の大学院における授業科目の履修等）

第21条 本大学院が教育研究上有益と認めたときは、学生が別に定めるところにより他の大

学院（外国の大学院又はそれに準じる高等教育機関を含む。）において履修した授業科目

について修得した単位を、本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなす

ことができる。

２ 前項の規定は、学生が外国の大学の大学院に留学する場合に準用する。

３ 本大学院が教育研究上有益かつ必要と認めるときは、学生が行う他の大学院（外国の大

学院又はそれに準じる高等教育機関を含む。）における学修を、本大学院における授業科

目の履修とみなし、別に定めるところにより単位を与えることができる。

４ 前３項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、合わせ

て10単位を超えないものとする。

（入学前の既修得単位等の認定）

第22条 本大学院が教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に他の大学院

又は研究科（外国の大学院又はそれに準じる高等教育機関を含む。）において履修した授

業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。）を、本大学院に

入学した後の本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができ

る。

２ 本大学院が教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に行った前条第３

項に規定する学修を本大学院における授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより

単位を与えることができる。

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転入学等の場

合を除き、本大学院において修得した単位以外のものについては、前条第１項から第３項

までの規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて10単位を超えな

いものとする。

（教育方法の特例）

第23条 本大学院において教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定

の時間又は時期において、授業又は研究指導等により教育を行うことができる。

（学科開設科目の履修）

第24条 本大学院が必要と認めた場合は、修士課程の学生に本学学部の教育科目を履修させ

ることができる。ただし、当該科目の修得単位は修士課程の所要修得単位としない。

（他大学院・研究科における研究指導）
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第25条 本大学院が教育研究上有益かつ必要と認めるときは、他の大学院又は研究科（外国

の大学院又はそれに準じる高等教育機関を含む。）において学生が必要な研究指導を受け

させることができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。

第６章 学修の評価及び課程の修了の認定

（学修の評価等）

第26条 本大学院における学修の評価、試験等の時期、試験等の受験資格、追試験及び再試

験は、本学学則の規定に準じる。

（修士課程修了の審査）

第27条 学生が本大学院の修士課程修了の認定を受けるためには、修士課程に２年以上（再

入学又は転入学により入学した場合は別に定める年数。）在学し、所定の科目について30

単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受け修士論文を提出して、その審査及び最終試

験に合格しなければならない。ただし、優れた業績をあげた学生については、在学期間を

１年以上に短縮することができる。

２ 前項に規定する修士論文の審査は、修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特

定の課題についての研究の成果の審査をもってこれに代えることができる。

（課程修了の認定）

第28条 課程修了の認定は、論文の審査結果及び最終試験の成績により研究科委員会が決定

した合否の報告を受けて、学長がこれを行う。

２ 論文の審査及び最終試験等その他学位に関し必要な事項は、別に定める学位規程による。

（修了証書の授与）

第29条 学長は、前条に規定する課程修了の認定を得た者に対し修了証書を授与する。

（学位の授与）

第30条 修士課程を修了した者には、修士（看護学）の学位を授与する。

（国家試験受験資格の取得）

第31条 本大学院において取得することができる資格は、助産師にかかる国家試験受験資格

とする。

第７章 学生納付金

（入学検定料）

第32条 本大学院に入学を志願する者は、入学検定料として別表第２に定める金額を納めなければ

ならない。

（入学金）

第33条 本大学院に入学を許可された者は、入学金として別表第２に定める金額を納めなければ

ならない。
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（授業料及び維持運営費）

第34条 授業料及び維持運営費は、別表第２のとおりとし、所定の期日までに納めなければ

ならない。

２ 前項の規定にかかわらず、本大学院において特別の事由があると認められた者は、授業

料及び維持運営費について分納又は延納を願い出ることができる。

（その他の納付金）

第35条 実験実習費、その他教育に必要な費用（以下「その他の納付金」という。）は、別

表第2のとおりとし、所定の期日までに納めなければならない。

（退学等の場合の授業料等）

第36条 退学若しくは転学した者、退学を命じられた者、停学中の者、休学した者又は留学

した者にかかる授業料の納入、並びに納入された納付金の不還付等の取り扱いは、本学学

則の規定に準じる。

第８章 職員及び研究科委員会

（職員）

第37条 本大学院に、研究科長を置くほか、本大学院の教育研究に必要な教育職員を置く。

（研究科委員会）

第38条 本大学院に研究科委員会を置く。

２ 研究科委員会に関し必要な事項は、学長が別に定める。

第９章 図書館等

（図書館等）

第39条 本大学院は、本学の研究施設及び設備を利用できるものとし、図書館及び保健施設

等の使用等については、本学学則の規定を準用する。

第10章 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生、研究生及び外国人学生

（特別聴講学生）

第40条 他の大学院（外国の大学院を含む。）との協定に基づき、当該大学院の学生で本学

の授業科目を履修することを志願する者があるときは、特別聴講学生として許可し、その

履修した科目の単位を与えることができる。

２ 協定に定めるもののほか、特別聴講学生に関し必要な事項は、日本赤十字北海道看護大

学特別聴講学生規程を準用する。

（科目等履修生）

第41条 本大学院が開設する一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があると

きは、大学院の教育研究に支障のない限り、研究科委員会で選考のうえ、科目等履修生と
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して許可し、その履修した科目の単位を与えることができる。

２ 科目等履修生の入学資格は、第11条に定める入学資格を有する者又は本大学院において

当該授業科目を履修する能力があると認めた者とする。

３ 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。

（聴講生）

第42条 本大学院が開設する一又は複数の授業科目を聴講することを志願する者があると

きは、大学院の教育研究に支障のない限り、聴講生として許可することがある。

２ 聴講生に関し必要な事項は、日本赤十字北海道看護大学聴講生規程を準用する。

（研究生）

第43条 本大学院において、特定の事項について研究することを志願する者があるときは、

大学院の教育研究に支障のない限り、研究科委員会で選考のうえ、研究生として許可する

ことがある。

２ 研究生に関し必要な事項は、別に定める。

（外国人学生）

第44条 外国人で､本大学院において教育を受ける目的を持って入国し､本大学院に入学を

志願する者があるときは、研究科委員会で選考のうえ、外国人学生として入学を許可する

ことがある。

２ 外国人学生に関し必要な事項は、別に定める。

第11章 賞罰

（表彰等）

第45条 本大学院における学生の表彰及び懲戒については、本学学則の規定を準用する。

第12章 公開講座、赤十字事業及び自己点検評価

（公開講座等）

第46条 本大学院における公開講座、赤十字事業及び自己点検評価の実施等については、本

学学則の規定を準用する。

第13章 雑則

（委任）

第47条 この学則に定めるもののほか、本大学院における教育研究に関し必要な事項は、学長

が別に定める。

（改正）

第48条 この学則を改正しようとするときは、別に定めるところにより、学長は理事長の承

認を得るものとする。
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附 則

この学則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

１ この学則は、平成21年4月1日から施行する。

２ 平成21年3月31日に在籍する者については、この学則の規定に関わらず、なお従前の例

による。

附 則

１ この学則は、平成24年4月1日から施行する。

２ 平成24年3月31日に在籍する者については、この学則の規定に関わらず、なお従前の例

による。

附 則

１ この学則は、平成26年4月1日から施行する。

２ 平成26年3月31日に在籍する者については、この学則の規定に関わらず、なお従前の例

による。

附 則

１ この学則は、平成27年4月1日から施行する。

２ 平成27年3月31日に在籍する者については、この学則の規定に関わらず、なお従前の例

による。



別表第１　　教育課程（第15条関係）

【看護学専攻】

授業科目名

基 礎 看 護 学 特 講 Ⅰ 2 精 神 保 健 看 護 学 特 講 Ⅰ 2

基 礎 看 護 学 特 講 Ⅱ 2 精 神 保 健 看 護 学 特 講 Ⅱ 2

基 礎 看 護 学 演 習 Ⅰ 2 精 神 保 健 看 護 学 特 講 Ⅲ 2

基 礎 看 護 学 演 習 Ⅱ 2 精 神 保 健 看 護 学 特 講 Ⅳ 2

基 礎 看 護 学 実 習 Ⅰ 3 精 神 保 健 看 護 学 演 習 Ⅰ 2

基 礎 看 護 学 実 習 Ⅱ 3 精 神 保 健 看 護 学 演 習 Ⅱ 2

看 護 管 理 学 特 講 Ⅰ 2 精 神 保 健 看 護 学 実 習 Ⅰ 3

看 護 管 理 学 特 講 Ⅱ 2 精 神 保 健 看 護 学 実 習 Ⅱ 3

看 護 管 理 学 演 習 Ⅰ 2 公 衆 衛 生 看 護 学 特 講 Ⅰ 2

看 護 管 理 学 演 習 Ⅱ 2 公 衆 衛 生 看 護 学 特 講 Ⅱ 2

看 護 管 理 学 実 習 Ⅰ 3 公 衆 衛 生 看 護 学 演 習 Ⅰ 2

看 護 管 理 学 実 習 Ⅱ 3 公 衆 衛 生 看 護 学 演 習 Ⅱ 2

課 題 研 究 2 公 衆 衛 生 看 護 学 実 習 Ⅰ 3

研 究 （ 論 文 ） 8 公 衆 衛 生 看 護 学 実 習 Ⅱ 3

慢 性 看 護 学 特 講 Ⅰ 2 在 宅 看 護 学 特 講 Ⅰ 2

慢 性 看 護 学 特 講 Ⅱ 2 在 宅 看 護 学 特 講 Ⅱ 2

慢 性 看 護 学 特 講 Ⅲ 2 在 宅 看 護 学 演 習 Ⅰ 2

慢 性 看 護 学 特 講 Ⅳ 2 在 宅 看 護 学 演 習 Ⅱ 2

慢 性 看 護 学 演 習 Ⅰ 2 在 宅 看 護 学 実 習 Ⅰ 3

慢 性 看 護 学 演 習 Ⅱ 2 在 宅 看 護 学 実 習 Ⅱ 3

慢 性 看 護 学 実 習 Ⅰ 3 災 害 看 護 学 特 講 Ⅰ 2

慢 性 看 護 学 実 習 Ⅱ 3 災 害 看 護 学 特 講 Ⅱ 2

ク リ テ ィ カ ル ケ ア 看 護 学 特 講 Ⅰ 2 災 害 看 護 学 演 習 Ⅰ 2

ク リ テ ィ カ ル ケ ア 看 護 学 特 講 Ⅱ 2 災 害 看 護 学 演 習 Ⅱ 2

ク リ テ ィ カ ル ケ ア 看 護 学 演 習 Ⅰ 2 災 害 看 護 学 実 習 Ⅰ 3

ク リ テ ィ カ ル ケ ア 看 護 学 演 習 Ⅱ 2 災 害 看 護 学 実 習 Ⅱ 3

ク リ テ ィ カ ル ケ ア 看 護 学 実 習 Ⅰ 3 課 題 研 究 2

ク リ テ ィ カ ル ケ ア 看 護 学 実 習 Ⅱ 3 研 究 （ 論 文 ） 8

が ん 看 護 学 特 講 Ⅰ 2 ※助 産 学 概 論 2

が ん 看 護 学 特 講 Ⅱ 2 ※リ プ ロ ダ ク テ ィ ブ ・ ヘ ル ス 論 2

が ん 看 護 学 特 講 Ⅲ 2 ※ウ ィ メ ン ズ ヘ ル ス 論 2

が ん 看 護 学 特 講 Ⅳ 2 ※周 産 期 ケ ア 論 Ⅰ 2

が ん 看 護 学 演 習 Ⅰ 2 ※周 産 期 ケ ア 論 Ⅱ 2

が ん 看 護 学 演 習 Ⅱ 2 ※周 産 期 ケ ア 演 習 Ⅰ 2

が ん 看 護 学 実 習 Ⅰ 3 ※周 産 期 ケ ア 演 習 Ⅱ 2

が ん 看 護 学 実 習 Ⅱ 3 ※地 域 母 子 保 健 論 1

老 年 看 護 学 特 講 Ⅰ 2 ※助 産 管 理 論 2

老 年 看 護 学 特 講 Ⅱ 2 ※助 産 実 習 11

老 年 看 護 学 演 習 Ⅰ 2 助 産 学 特 講 Ⅰ 2

老 年 看 護 学 演 習 Ⅱ 2 助 産 学 特 講 Ⅱ 2

老 年 看 護 学 実 習 Ⅰ 3 助 産 学 特 講 Ⅲ 2

老 年 看 護 学 実 習 Ⅱ 3 助 産 学 特 講 Ⅳ 2

小 児 看 護 学 特 講 Ⅰ 2 助 産 学 演 習 Ⅰ 2

小 児 看 護 学 特 講 Ⅱ 2 助 産 学 演 習 Ⅱ 2

小 児 看 護 学 演 習 Ⅰ 2 助 産 学 実 習 Ⅰ 3

小 児 看 護 学 演 習 Ⅱ 2 助 産 学 実 習 Ⅱ 3

小 児 看 護 学 実 習 Ⅰ 3 課 題 研 究 2

小 児 看 護 学 実 習 Ⅱ 3 研 究 （ 論 文 ） 8

課 題 研 究 2 看 護 研 究 方 法 論 Ⅰ 2

研 究 （ 論 文 ） 8 看 護 研 究 方 法 論 Ⅱ 2

情 報 処 理 学 2

・修了要件３０単位以上（助産資格コース５８単位以上） 看 護 理 論 2

・研究（論文）８単位または課題研究２単位のどちらかを選択(選択必修） 看 護 倫 理 2

・各領域ごとに履修モデルと履修指導により、必須の科目を含む履修科目 看 護 教 育 論 2

　を決定 コ ン サ ル テ ー シ ョ ン 論 2

フ ィ ジ カ ル ア セ ス メ ン ト 2

※助産資格コース必修科目（２８単位） 病 態 生 理 学 2

臨 床 薬 理 学 2

身 体 運 動 科 学 2

応 用 形 態 機 能 学 2

共
通
選
択
科
目

基
　
盤
　
看
　
護
　
学

臨
　
床
　
看
　
護
　
学
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域
 

看
 

護
 

学

単位数

助
 

産
 

学

授業科目名分野 単位数 分野

 



 

別表第 2 授業料等の種類及び金額 （第 32条、第 33条、第 34条、第 35条関係） 

 

 

 

 

 金    額 

摘  要 標準課程 長期履修課程 

1年目 2年目 1年目 2年目 3年目 

入 学 金 300,000円  300,000円   入学合格時 

授 業 料 900,000円 900,000円 600,000円 600,000円 600,000円 

前期 4月中 

年額 

後期  10月中 

実験実習料 150,000円 150,000円 100,000円 100,000円 100,000円 年額    4月中 

維持運営費 150,000円 150,000円 100,000円 100,000円 100,000円 年額    4月中 

入学検定料 30,000円  30,000円   入学願書提出時 

 


